
新 東 健  第 947 号 

令和元年 5 月 24 日 

東区自治協議会会長 様 

新潟市長  中原 八一  

（担当：東区健康福祉課） 

新潟市こども創作活動館の指定管理者制度導入 

について（意見聴取） 

新潟市区自治協議会条例（平成１８年条例第７４号）第７条第３項第２号の規定によ

り，下記事項について貴自治協議会に意見を求めます。 

記 

１ 新潟市こども創作活動館の指定管理者制度の導入について
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こども創作活動館の指定管理者制度移行について 

１．施設概要 

（１） 施設名    新潟市こども創作活動館（新潟市東区牡丹山１－３３－２３）

（２） 施設の目的  文化・創作活動や遊びを通して創造性豊かで健全な子どもを育成

（３） 施設の概要  敷地面積２，７００㎡・延床面積９９０㎡（市児童館平均３４５㎡）

（４） 利用対象者  幼児・小学生・中学生及び保護者，並びに

子どもを対象とした文化活動を行う団体

（５） 運営概要   開館時間：午前９時～午後６時（日曜・祝日は午後５時）

職員体制：館長を含み非常勤職員５名 

（６） 事業概要   創作活動：陶芸釜を用いた焼き物や工作など（H30 170 回/年）

伝承文化活動：子ども茶会やかきぞめなど（H30 20 回/年） 

          その他：鑑賞活動や春秋の文化祭の実施など（H30 29 回/年）

２．指定管理導入の理由 

民間活力の効果的活用により次のようなサービス向上及び効率化が見込まれる。 

 （１）施設の基本理念「文化・創作活動や遊び」の更なる充実 

民間のノウハウとネットワークを活用した新たな活動の実施

 （２）施設及び地域の相互活性化 

   民間の創意工夫を活かした自主事業や地域住民・他施設と連携した活動の実施

 （３）経費等の効率的運用 

   民間の知恵と改善による施設管理経費等の効率的運用 

３．スケジュール 

（１）指定管理期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日（５年間）＜予定＞ 

（２）今後の予定

実施時期 業務・内容 

令和元年 6月 □ こども創作活動館条例改正案の上程 

令和元年 10 月 □ 公開プレゼンテーション・ヒアリング 

令和元年 12 月 □ 指定管理者指定議案上程，委員会説明 
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東 区 健 康 福 祉 課 



指定管理者制度とは

「公の施設」の管理・運営を民間事業者等の団体が行うことにより，市民サ

ービスの向上や経費の節減を図ることを目的とした制度。 

平成１５年６月の地方自治法の一部改正により，市が設置する「公の施設」の

管理について，市の出資法人や公共的団体等に限り管理を委託できる「管理委

託制度」から，民間事業者やＮＰＯ等を含む団体（個人は不可）を指定して管

理を委任できる「指定管理者制度」へ制度改正が行われた。 

○指定管理者制度と直営との違い 

 指定管理者制度 直営 

管 理 運 営 主 体 
民間事業者を含む幅広い 

団体（個人を除く） 
市 

職 員 指定管理者の職員 市の職員 

施設の使用許可等 
指定管理者が行うことが 

できる 
市が行う 

リ ス ク 分 担 協定書に基づく 市が負担 

自 主 事 業 

指定管理者自らが，指定管

理業務以外の事業を企画・

実施できる。 

事業に係る経費は指定管理

者の自主採算となる。 

－ 

設置者としての 

責 任 
市 市 

○指定管理者制度を導入している例 

・コミュニティセンター 

・スポーツ施設 

・寺山公園子育て交流施設い～てらす 

・老人憩の家 






